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議会事務局 

処 理 欄 

令和５年５月１９日  ８時５５分 受付 

質 問 順 位  第 １ 番 

武豊町議会議長 青木 信哉 殿 

武豊町議会議員 鈴木 一也 

一 般 質 問 の 通 告 に つ い て  
令和５年第２回武豊町議会定例会において、次のように質問したいから通告します。 

質 問 事 項 質問の要旨(具体的にご記入願います) 

１ .町営住宅に

ついて 

【趣旨説明】 

本町の町営住宅は、昭和 48 年に A 棟、49 年に B 棟、50 年に C 棟、51 年

に D 棟が建築され、４棟 154 戸が整備されています。4 棟とも、建築から

50 年ほど経過し、老朽化が進んでおり、それに伴う維持管理費の負担の

縮減を図るため、現在、本町では、令和元年度に策定した町営住宅長寿命

化計画に基づき、長寿命化工事を実施しています。その中で、今年度は、

A 棟の外壁改修工事、D 棟の屋上防水工事が予定されています。また、昭

和から平成、令和へと時代は進み、町営住宅に関する住民ニーズも変化し

ていると思います。こうした中、現状の老朽化や現在の住民ニーズにどの

ように対応していくのか、当局の考えについて 4 点質問させていただき

ます。 

【質問事項】 

① 建物の老朽化に伴い、どのような問題が発生していますか。 

② 令和元年度に策定した長寿命化計画に基づく整備状況はどうなって

いますか。 

③ 現在の入居状況はどうなっていますか。 

④ 入居の基準は、どのような事がありますか。 

２ .子供の遊び

場について 

【趣旨説明】 

今年度より、各区が所有する子供の遊び場内の遊具について、修繕・撤去・ 

更新のすべてが町において実施することになりました。これは、各区の負

担軽減に繋がる大変喜ばしいことと評価します。子供の遊び場で、遊ぶ子

供たちが安心安全に遊具を使用できるよう、適切に維持管理をお願いし

たいと思います。また、このことに伴い、子供の遊び場要綱が改定され、

遊具は補助対象から除外されました。しかしながら、遊具以外の公園施設

の維持管理に係る補助は継続され、各区の公園施設改修時の負担軽減が

図られています。そこで、今回は、子供の遊び場に関連した内容について

4 点質問させていただきます。 

【質問事項】 

① 子供の遊び場の遊具を町管理とした意義をどのように考えています

か。 

② 遊具の維持管理に係る各区からの要望はどのような状況ですか。 

③ 子供の遊び場補助金の対象にトイレの水洗化は含まれていますか。 

④ 町が所有する公園等のトイレの水洗化状況はどうなっていますか。 

 

 


